
随 意 契 約 理 由 

令和 7 年（2025 年）2 月 10 日 

契 約 担 当 課 名 総務部人事課 

発 注 担 当 課 名 総務部人事課 

契 約 名 称 賃貸借契約（カードプリンター機器一式）  

契 約 内 容 賃貸借契約（カードプリンター機器一式） 

契 約 締 結 日 

及 び 契 約 期 間 

令和７年２月１０日 

令和７年３月１４日～令和１２年３月１３日 

契 約 の 相 手 方 

（所在地・名称） 

大阪府大阪市福島区福島７－２０－１ 

三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 関西支店 

契 約 金 額 月額６７，９８０円 

随 意 契 約 理 由 

（地方自治法施行令第 167 条の 2 第１項 第 2 号に該当） 

当該契約は、出退勤管理システムと一体で運用するカード

を発行するためのプリンターの賃貸借契約となる。出退勤

管理システムはアマノ株式会社製のシステムを利用してお

り、運用についても同社に保守を委託している。カードを

発行するプリンターにおいても、一体的な保守の一環とす

る必要があるため、アマノ株式会社をサプライヤーとする

賃貸借契約をする必要があり、保守と一体的なリース契約

が可能な三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会

社と契約するもの。 

 


